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運営委員会

５月２６日「戦争法案」の審議が国会で始まりました

１．安保法制「違憲」憲法審査会で三学者全員の見解

６月４日自民党等各党の推薦で招致された憲法学者３人が、集団的自衛権を行使可能にする新たな安全保障関連
法案についていずれも「憲法違反」との見解を示しました。それでも政府は違憲ではないと言います。最高裁判所が
アメリカの関与で判断した砂川判決は屈辱的なものでした。それでも集団的自衛権を認めていません。その判断の
場面ではなかったのです。その判決の一部分をもって最高裁の唯一の判断で学者の判断より上にあるというので
す。政府の考え方は不合格答案なのです。

２．武力行使の「新三要件」は憲法違反基準

①日本が武力攻撃されるか、密接な関係の他国が攻撃され、我が国の存立が脅かされ、「国民の生命、自由、
幸福 追求の権利」 が根底から覆される明白な危険がある
②国民を護るために他に適当な手段がない
③必要最小限度の実力行使にとどまる
というのが新三要件です。(もっともらしいですね。限定が３つもあります）

①の「」の部分は憲法１３条の規定の一部と思われます。しかし１３条は国民は個人として尊重されると
いう規定です。この権利は「公共の福祉に反しない限り」国政の上で最大の尊重を必要とする。自由を保障した
規定が、戦争のための理論として転化されて利用されています。「他国が攻撃されても国民の権利・自由が明白な

危険がある」時とか、戦争をすると誰が判断するのでしょうか。安倍さんの政府です。国会で聞かれても「内容
は明白」にはなっていません。もともと権限を無制限にしたい（切れ目のない）規定内容を明白にできないからです。
安倍さんは「法の支配」が好きですが、その実態は反対の制限のない権力「独裁」です。
「新三要件」は「安倍さんの自由要件」ともいうべき限定のない違憲の基準です。

３．紛争の解決は平和憲法の下での、積極的平和主義（武力によらない）により行われるべきです。
侵略戦争を反省し、外交と交渉、日常の協力・依存関係の確立です。「武力による平和主義」ではありません。

この法律が成立したらどうなるか、集団的自衛権、日米ガイドラインとは何かーアメリカのために日本の人（とりあえ
ず自衛隊員）・基地・金を大幅に提供し、殺し・殺され、社会的退廃を生み出す、貧困が拡大され、それが今後
永遠？に続いていくということを想起して、知り合いのみんな、子や孫をその将来を思い浮かべて個々人ができる
限りの行動をして行きましょう。

憲法９条の内閣・国会による解釈改憲反対、憲法条文改正反対（文責近藤） 戦争法案、全参考人が「違憲」
６月４日、衆議院憲法審査会

（写真）笹田栄司参考人

（早稲田大学政治経済学術院
教授）

（写真）小林節参考人
（慶応義塾大学名誉教授）

（写真）長谷部恭男参考人
（早稲田大学法学学術院教授）

・若山のＨさん
戦後７０年、平和の幸福さを考える良い機会
です。

「改憲］は必要でなく、７０年の歴史を国全体で
話し合うことが、今だと思う。

入会者から・ひとこと

練馬区のOさん
主旨賛同致します。
隣国の国々と

誠実に向き合えな
い日本の将来が
心配です。

・佐室のＩさん
現在の首相が自衛隊を違う方向
に変えたいのか怪しいことを言っ
ているので、こちら側も冷静に見
つめていきたい、日本の平和の
良さをもっとアピールするような
トップの人であってほしい。



憲法記念日の５月３日
ＪＲ大原駅前に於いて集団的自衛権反対
の署名活動を行いました（８名参加）
約２時間の間に７７筆の署名が集まり
その他と合わせて１４９筆の署名用紙を
九条の会本部に送付しました
印象的であったのは女子高校生が「今の
日本危ないんですよね！」と言って
署名してくれたことです
１８歳選挙権を考えると 若い人たちにも
自分の問題として考えてほしいとアピール
にも力が入りました

会への参加 ご希望の方は
呼びかけ人まで
ご連絡お待ちしております

６月現在の会員数は４５名です

３月２８日
房総カントリーにて
お花見会をしました
降りそそぐ陽の光の中で
オカリナの音色に癒され
戦争体験の話しを聞けた
ことも貴重でした

歌ありゲームありの楽しい
交流となりました

５月２３日初めて憲法カフェを開きました
１１名と小規模でしたが
井上ひさし著
「二つの憲法」を元に「憲法とはどんなものか？」
私たちの生活との関わりなど
全員がそれぞれの経験、知見から話し合いました
好評につき第二回を企画しました

今後の企画
参加者募集

戦争体験者の話し
平和について憲法を学ぼう

お茶とお菓子・資料代 （参加費２００円）
６月１３日

戦争法案廃案の署名活
動をＪＲ大原駅前にて行
いました（１０名参加）

約２時間の間に６９筆集
まりその他と合わせた

１３８筆の署名用紙を九
条の会本部に送付しまし
た

高校生が「集団的自衛権
の話しを学校で聞いた」と
話していたことが印象的
でした

東京から来られた方が進
んで署名してくださるなど
皆様の関心の高さを感じ
ました

あたらしい憲法のはなし
１冊 ２００円 会にて取り置きがあります
お求めの方は呼びかけ人までご連絡ください

（朝日新聞写真部・転載）

東京・渋谷では６月１４日午後、学生ら若者が企画のデモ行進があ
りました 「憲法を守れ」などと音楽に合わせて訴え、沢山の注目を
集めていました

また同日、国会前では２万５０００人以上の参加で国会包囲行動が
大成功を治め、戦争法案反対の声が響き渡りました

市長との懇談 ・ ５月１２日

いすみ市が今までやってきた平和へ
の取り組みについて懇談をしました

総務課長・職員の方々との懇談 ・
６月１２日

市長との懇談を受けて総務課長と職
員の方々と具体的取り組み 、歴史
等について（中学生、 広島原爆祈念
式典 参加報告会、 戦争体験文集
作成について等）懇談しました

会員募集中

戦後７０年 戦争を語る

憲法カフェ Ⅱ

署名活動は国会で
戦争法案審議中は
継続して行います

２０１５年 ９月５日
（土曜日）

午前１０時～１２時
場所大原文化センター

美術工芸室
いすみ市大原７８３８
ＴＥＬ０４７０（６３）１２２２
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